
3．施設に入所している子ども等の権利擁護の  

強化に向けた取組について  

○ 現時点で厚生労働省において検討している資料であり、今後変更の   

可能性があり得るものである。  

1 「児童福祉行政指導監査の実施について」の一部改正について  

2 「児童福祉行政指導監査の実施について」の着眼点について  
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児童福祉行政指導監査の実施について  見直し案   

（平、12年4月25日児発第471号厚生省児童家庭局長通知） 】日－コ土、′ん＜√貞㌻マ    （2）ノし里扶養手当支楕事務の指導監査に当たっては児童福祉施設等の指導 監査事項と区分して指査 
導監班を編制すること。  

（3）児童福祉施設の入所者の処遇内容の指導に当たっては、その所掌に当  
たる技術指導吏員等を必要に応じて参加させる等配慮すること。  次のア～りのいずれかの者を参加させる等により適切な指導が可能とな  

る体制を整えること。  

ヱ児童福祉施設の所掌に当たる技術指導吏員 イ児童福祉施設職元児童福祉施職を 
員（設員含む。）  

亨その他児童福祉施設内の入所者の処遇について知見を有する者  
8指導監査の事前準備  

（1）指導監査の実施に当たっては、その対象となる者に対し、その期日、  
8‾て略）  

指導監査職員の指名その他必要な事項を特別な場合を除き事前に通知す  
ること。  

（2）指導監査職員は、前回の監査結果の問題点その他必要とする事項につ  
いて事前に検討を加え、指導監査の実行を期すること。  

（3）指導監査に必要な資料（自主点検表を徴することとしている場合は、  
それを含む。）は、あらかじめ整備を行わせること。なお、提出資料等に  
ついては、過重なものとならないよう配慮し必要なものに限ること。  

（4）児童扶養手当支給事務の指導監査において、受給資格者等に対する実  
地調査に当たる職員には、児童扶養手当受給資格調査員証をあらかじめ  

交付しておくこと。  
9指導監査項目  

指導監査は、実施機関及び児童福祉施設に対しては、別紙1「児童福祉  
9（略）  

行政指導監査事項」に、児童扶養手当支給事務に当たる市町村に対しては、  
別紙2「児童扶養手当支給事務指導監査項目」に準拠して実施すること。  

10指導監査実施上の留意事項  
（1）指導監査は、公正不偏に指導援助的態度で実施し、努めて関係者の理  

10（略）  

解と自発的協力が得られるよう配意すること。  
（2）指導監査の過程においては、直接の担当者からの事情聴取のみに終始  

することなく、責任者を中心に進めるよう意を用い、相互信頼を基礎と  
して十分意見の交換を行い、一方的判断を押しつけることのないよう留  
意すること。  

（3）指導監査の結果、問題点を認めたときは、できる限りその発生原因の  
究明を行うよう努めること。  

11指導監査結果の措置  
（1）講評及び指示等  

11（略）   

指導監査職員は、指導監査終了後、幹部及び関係職員の出席を求めて 講評及び必要な 
助言・勧告又は指示を行うこと。  

ただし、人事等特に幹部のみに講評を行うことを適当とする事項につ  
いては、その者に対し別途講評及び助言・勧告又は指示を行うこと。   
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児童福祉行政指導監査の実施について  
4月25日  

第2．保育の実施の  
確保  

1．安保育児童の把   
握状況  

（1）要保護児童（数）等が適切に把握されている   
か。   
ア 保育の実施条例の制定及び運用が適切に行  

われているか。   
イ 保育所等の情報提供の方法、内容等が適切  

に行われているか。   
ウ 学齢前児童及び安保育児童数の把握が適切  

恥 

鮮
晰
統
 
 

（2）保育所の適正   

ア 保育所の配   
イ 定員見直し  

配
置
 
 

∴
 
 

るか。  
り 認可外保育所等関連施設の把握が適切に   

われているか。  

－
一
∽
一
－
 
 2．保育の実施事務   

処理状況  
保育の実施事務処理が、適切に行われているか。  
ア 保育所入所手続（申込窓口（保育所の代行も   

含めて）、申込書、申込時期、保育の実施機関、   
入所承諾書の交付等）が利用者の利便に配慮し   
ているか。  

込 
こ  

軒
風
し
 
 
 

イ 入所   
理が迅  

り 希望  た保育所への入所のため、入所の円滑   
化に努めているか。  

エ 入所の選考（選考する場合の条件、選考基準   
の制定・内容・公表）が適正に行われているか。  

オ 「保育に欠ける状況」の確認が適正に行われ   
ているか。  

カ 待機児童   
齢児（0～  

な対応、低年  
切に把握し、  

解
歳
 
 

の
2
 
 

適
 
 

十
ノ
 
 

向
 
 

等
 
 

消
 
 

切
適
 
 

）の入所状況を  
これらに対する対応計画を立案しているか。   

また、開所・開所時間、育休・産休明け保育  
・途中入所等の保育需要に対応しているか。  

－6－   
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児童福祉行政指導監査の実施について  

12年4月25日児発  局長通知  

キ 広域入所を行っているか。関係市町村との連   
絡調整等が行われているか。   

（1）支弁対象児童の把握等の状況が適切に行われ   
ているか。  

（2）保育単価の設定、通知等が適切に行われてい   
るか。  

（3）支弁台帳（総括表、施設表）の記載が適正に   
行われているか。  

（4）運営費の支弁（時期、各種加算費（特に民改   
費の設定、額の算定等）、額の算定、支弁方法等）   
が適正に行われているか。  

（5）同一一一世帯内の扶養義務者の把握、その課税確   
認（特に住宅取得控除）、減免の方法が適正に行   
われているか〔′  

（6）保育料の徴収方法等が適切に行われているか 

。 （7）運営費の精算（実支出額、支弁額、徴収金基   
準）が適正に行われているか。  

（8）保育児童に関する台帳等の関係書類が適正に   
整備・保存されているか。   

（1）母子生活支援施設、助産施設への要措置者の   
実態把握及び措置者（世帯）の入所状況が適正   
に行われてい町  

（2）母子生活支援施設、助産施設への措置者（世  

ニう．保育所運営費の   
事務処理状況  

－
一
∽
N
－
 
 

第3．入所施設措置  
費の事務処理状  
況  

詳
 
 

∴
・
 ・

 
 

詣
紬
 
母
態
行
 
 

）
実
に
 
 

l
 
 

（
 
 

第3．入所施設措置  
費の事務処理状  
況  

助産施設への要利用者の  
（世帯）の入所状況が適正  

（2）母子生活支援施設、助産施設への剋旦畳（世   
帯）の徴収金算定基礎が適正に行われているか。  

（3）支弁対象者（世帯）の事務処理が適正に行わ   
れているか。   
ア 入所申込事務（入所申請の受理、調査、判   

定、指導等）が適正に行われているか。   
イ 母子保護の実施及び助産の実施の解除、停  

帯 ）の徴収金算定基礎が適正に行われているか  
（3）支弁対象者（世帯）の事務処理が適正に行わ  

れているか。  

ア 入所措置事務  、
ヵ
適
 
査
る
が
 
 

入
力
 
 

定、指導丁措置  等
 
 

㌔
正
 
 

イ 措置解除、停止  
に行方罰てし、るか。  

（4）支弁台帳（総括表、施設表）の記載が適正に   
行われているか。  

れいるか。  
（4）（略）  
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児童福祉行政指導監査の実施について  見直し案   
（平成12年4月25日児発第471号厚生省児童家庭局長通知）  

（5）措置費支弁（時期、額の算定、支払方法等）   
が適正に行われているか。  

（5）（略）  

（6）同一世帯内の扶養義務者の把握、その課税確   
認が適正に行われているか。  

（6）（略）  

（7）措置費の積算（実支出額、支弁額、徴収金基   （7）（略）  

準）が適正に行われているか。  

2施設指導監査事項  2施設指導監査事項   
（1）社会福祉施設共通事項  （1）社会福祉施設共通事項  

主眼事項   着眼点  主眼事項   着眼点  

第1．適切な入所者  
処遇の確保  

第1．（略）  （略）  

し、入所者の意向希望等を尊重するよう配慮がな  
されているか。  
施設の管理の都合により、入所者の生活を不当  

に制限していないか。  
1．入所者処遇の充  1．（略）  

実   
（1）（略）  

ア処遇計画は、日常生活動作能力、心理状態、  
家族関係及び所内生活態度等についての定期  
的調査結果及び入所者本人等の希望に基づい  
て策定されているか。  

また、処遇計画は、入所後、適正な時期に、  
ケース会議の検討結果等を踏まえたうえで策  
定され、必要に応じて見直しが行われている  
か。  

イ処遇計画は医師、理学療法士等の専門的な  
アドバイスを得て策定され、かつその実践に  
努めているか。  

ウ入所者の処遇記録等は整備されているか。  

－
一
∽
∽
－
 
 
 

霊
 
 



児童福祉行政指導監査の実施について  
4月25日児発  長通知  

練
 

つ
な
 
 

訓
か
な
要
好
さ
 
 

能
る
切
必
嗜
な
 
 

機
い
適
 
 
に
 
 

て
）
ァ
ィ
 
 

）
 
 

2
 
 
 
3
 
 

（
 
 
 
 
 
（
 
 

必要な者に対して適切に行われ  

給 
栄養所要量が確保されているか。  

調  
一一一・l、 l／、      －・ナ  ′1「、 ノー⊥▲1ココ ノーん・．」L  」一l、⊥l、＿ 「一‾ n」＿   t 

一 れており、その結果等を献立に反映す   
るなど、工夫がなされているか。  

ウ 入所者の身体状態に合わせた調理内容にな   
っているか。  

エ 食事の時間は、家族生活に近い時間となっ  

＼＼  

一
刀
 
 

る
 
 
 

、
レ
 
 

て
 
 オ 保存食は、一定期間（2週間）適切な方法  
（冷凍保存  で保管されているか。また、原  

材料についてもすべて保存されているか。   
カ 食器類の衛生管理に努めているか。   
キ 給食関係者の検便は適切に実施されている  

か。  
（4）適切な入浴等の確保がなされているか。  

入所者の入浴又は清拭（しき）は、1週間に  

－
一
∽
阜
1
 
 

行われているか。特に、入  少なくと  上
目
回
 
 

以
祝
2
 
 

回
・
週
 
2
日
ど
 
 

も
事
な
 
 
 

等
の
 
 

に当たった場合、代替日  
入浴等が確保されている   

行
る
 
 

が
け
 
 

目
設
 
 

浴  
を  

か。  
（5）入所者の状態に応じた排泄及びおむつ交換が   

適切に行われているか。  
排ラ世の自立についてその努力がなされている   

か。トイレ等は入所者の特性に応じた工夫がな   

されているか。また、換気、保湿及び入所者の   
プライバシー の確保に配慮がなされているか。  

（6）衛生的な被服及び寝具が確保されるよう努め   
ているか。  
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児童福祉行政指導監査の実施について  
12年4月25日  

（7）医学的管理は、適切に行われているか。   
ア 定期の健康診断、衛生管理及び感染症等に   

対する対策は適切に行われているか。   
イ 施設の種別、入所定員の規模別に応じて、  

必要な医師、嘱託医がおかれているか。（必要 。 
ま
じ
昔
「
、
㌧
な
 
 

な日数、時間が確保されているか。）  
々の入所者の身体状態・症状等に応  

た、個  
て、医  

師、嘱託医による必要な医学的管理が  

舘
 
 

一
丁
る
 
 

看護婦等への指示が適切に行われてし  
（8）レクリエーションの実施等が  切

 
適
 
 

て
 
 

いるか。  

（9）家族との連携に積極的に努めているか。また、   
入所者や家族からの相談に応じる体制がとられ   
ているか。相談に対して適切な助言、援助が行   
われているか。  

（10）苦情を受け付けるための窓口を設置するなど   
苦情解決に適切に対応しているか。  

（11）実施機関との連携が図られているか。   

施設設傭等生活環境は、適切に確保されているか。  
ア 入所者が安全・快適に生活できる広さ、構造、   

設備となっているか。また、障害に応じた配慮   
がなされているか。  

イ 居室等が設備及び運営基準にあった構造にな   
っているか。  

り 居室等の清掃、衛生管理、保湿、換気、採光   
及び照明は適切になされているか。  

入所者個々の状況等を考慮し、施設種別ごとの  
特性に応じた自立、自活等への援助が行われてい  
るか。  

－
一
∽
∽
－
 
 

2．入所者の生活環   
境等の確保  

3．自立、自活等へ   
の支援援助  

－10－   
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児童福祉行政指導監査  の実施について  
12年4月25日   局長通知  

第2．社会福祉施設   
運営の適正実施の   

確保  
1．施設の運営管理   

体制の確立  

健全な環境のもとで、社会福祉事業に関する熱  
意及び能力を有する職員による適切な運営を行う  
よう務めているか。  
（1）入所定員及び居室の定員を遵守しているか。  
（2）必要な諸規程は、整備されているか。  

管理規程、経理規程等必要な規程が整傭され、   
当該規程に基づいた適切な運用がなされている   
か。  

（3）施設運営に必要な帳簿は整備されているか 
。 （4）直接処遇職員等は、配置基準に基づく必要な   
職員が確保されているか。  

（5）施設の職員は、専ら当該施設の職務に従事し   
ているか。  

（6）施設長に適任者が配置されているか。   
ア 施設長の資格要件は満たされているか。   
イ 施設長は専任者が確保されているか。施設  

長がやむなく他の役職を兼務している場合は、  
施設の運営管理に支障が生じないような体制  
がとられているか。  

（7）育児休業、産休等代替職員は確保されている   
か。  

（8）施設設備は、適正に整備されているか。また、   
建物、設備の維持管理は適切に行われているか。  

（9）運営費は適正に運用され、弾力運用も適正に   
行われているか。   
ア 施設の運営が適正に行われた上で、運営費  

の弾力運用が行われているか。   
イ 運用収入の本部会計への繰入額は妥当であ  

るか。また、その積算根拠は明確にされてい  
るか。   

り 繰越金は、優先的に各種剋呈全に充てられ  
ているか。  

第2．社会福祉施設   
運営の適正実施の   

確保  
1．施設の運営管理   

体制の確立  
（1）（略）  

（2）（略）  

（3）（略）  

（4）（略）   

（5）（略）   

（6）（略）  1
一
∽
の
－
 
 

（7）（略）   

（8）（略）  

（9）運営費は適正に運用され、弾力運用も適正に   
行われているか。   
ア （略）  

イ （略）  

ウ 繰越金は、優先的に各種堕亘全に充てられ   
ているか。  

－11－   




